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能力開発施設に対して指導技法普及を行った。そし
て本年度より，吉備校にて訓練第二課職域開発系担
当の職業訓練指導員を拝命し，訓練生の職業訓練
と，指導技法普及に取り組んでいる。

近年，指導技法普及に関する業務は拡大し続け
ており，傾向としては，障害種別に特化した内容だ
けでなく，訓練生個々の障害を含めた特性に対応し
た指導技法普及を望む声が高まっている。また，平
成28年7月に厚生労働省がとりまとめた「職業能力
開発施設における障害者職業訓練の在り方について

（障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報
告書）」において，身体障害者を主な対象とする訓
練科においても精神障害や発達障害を併せ持つ訓練
生が増えている状況が述べられており，訓練生個々
の障害特性に合わせた訓練指導のノウハウ提供が求
められている現状がある。

また，昨年度以降，新型コロナウイス感染拡大に
よる影響により，従来の指導技法普及の方法だけで
は，ニーズを満たすことができず，運用方法・考え
方に至るまで大いに見直す必要が生じた。その過程
で検討された内容については，新型コロナウイルス
対策期間中だけに限定せず，平時における指導技法
普及にも活用していくことで，より柔軟なノウハウ
提供の機会を提供できることが明らかになった。

当機構におけるこれまでの指導技法普及に関する
取組について整理し，俯瞰することにより，職業能
力開発における指導技法等提供の意義と有用性，副
次的効果について検証し，今後の展望について論ず
ることとした。

1．はじめに

わが国には職業訓練（ハロートレーニング）を行う
施設が多数存在し，仕事の知識や技能を習得する意
欲を持った方々に対して，スキルアップの機会を提供
している。運営形態を軸に大別すると，公共職業能
力開発施設と民間の職業能力開発施設に分けられる。
そのうち公共職業能力開発施設については239校が存
在し，設置主体が国，都道府県，市町村，独立行政
法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」
という。）となっている施設にそれぞれ分類される。

私が現在所属する国立吉備高原職業リハビリ
テーションセンター（以下「吉備校」という。）は
職業能力開発促進法に基づき，国が設置する障害者
職業能力開発校としての側面と，障害者の雇用の促
進等に関する法律に基づき，国が設置する広域障害
者職業センターとしての側面を併せ持つ施設であ
り，機構が運営する国立機構営校である。私の職業
訓練指導員としてのキャリアは，同じく国立機構営
校である国立職業リハビリテーションセンター（以
下「所沢校」という。）でスタートし，これまで職
業訓練や就職支援，そして指導技法等提供に係る業
務（以下「指導技法普及」という。）に携わってき
た。平成30年度より所沢校内において，国立機構営
校としてのミッション，指導技法普及を専任する課
として「導入訓練・技法普及課」が設置され，課の
立ち上げからスタッフとして参画することとなっ
た。以降三年間に渡り，全国にあるさまざまな職業
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的な指導技法普及対象として対応してもらいたい”
というニーズである。さらには “自分で決定を下し
たい” というニーズであり，“秘密は守りたい” とい
うニーズである。指導技法普及を担当する者は，こ
れらのニーズを強く意識し，指導技法普及対象との
信頼関係を築き上げるよう努めければならない。

2.2　応用行動分析［2］

職員が訓練生と関わる上で，訓練生側の行動原理
を考えることが大切である。訓練生にとって好まし
いもの，訓練生の行動の直後に現れるとその行動を
増やすもの「好子（こうし）」，訓練生にとって嫌な
もの，訓練生の行動の直後に消えると，その行動を
減らすもの「嫌子（けんし）」について考える。こ
れは訓練生ごとに異なり，同じ訓練生でも置かれた
環境や状況によっても変化することにも留意する。
行動の後に訓練生にとって好ましい結果が伴うとそ
の行動は将来的に起こりやすくなる（強化の原理）。
しかし行動の後に強化が伴わない場合，その行動は
低下する（消去の原理）。また行動の後に嫌な結果
が伴うとその行動は将来的に起きにくくなる（弱化
の原理）。これらの行動原理を頭に入れ，目の前の
訓練生への対応を検討していくのが望ましい。また
職員が訓練生の何かしらの行動を改善しようとした
場合，その標的行動（ターゲット行動）をはっきり
させておくことが重要である。

2.3　氷山モデル
訓練生個々に，異なった特性があり，訓練場面に

よってそれがさまざまな行動や言動を伴い現れるこ
とがある。それを目に見える部分だけで直感的に判

2．指導技法普及を実施する上での基本的な考え方

これから述べる各種の指導技法普及を行う上で，
以下の支援に関する基本的な考え方を理解しておく
ことが必須となる。原理・原則を踏まえて業務を行
うことによりで，指導技法普及の質が一定に保たれ
るのである

2.1　バイスティックの7原則［1］

①個別化の原則…クライエントを個人としてとらえ
る

②意図的な感情表出…クライエントが自己の感情を
気兼ねなく表現できるように援助者が関わる

③統制された情緒的関与…援助者が自らの感情を自
覚，吟味して，クライエントの感情に対して適切
に反応すること

④受容…クライエントのありのままの姿を，道徳的
批判等を加えずに受け止める

⑤非審判的態度…援助者が自分の倫理観や価値観の
みで，クライエントを一方的に非難してはならな
い

⑥自己決定…クライエント自身の生活における選択
をする際に，その選択肢を選ぶ最終的な判断をク
ライエント本人にしてもらうという原則

⑦秘密保持…クライエントから知りえた事柄の守秘
義務
ここでいう「援助者」と「クライエント」の関

係は，職業訓練の場面では「職員」と「訓練生」と
の関係である。また指導技法普及の場面においては

「指導技法普及担当者」と「指導技法普及の対象と
なる施設や，施設で働く職員（以下「指導技法普及
対象」という。）との関係である。指導技法普及対
象は職業訓練に関するさまざまな困りごとや悩みを
持っており，一つとして同じものは存在しない。そ
の一方で，皆が共通する基本的なニーズを持ってい
ることも認識しなければならない。それは “感情を
表現し伝えたい，きちんと受け止めてほしい” とい
うニーズであり，“一方的に非難されたり，問責さ
れることは望まない” というニーズ，そして “個別

図1　（例）強化・消去の関係性
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3.2　指導技法普及の実施状況について
①　指導技法等体験プログラム

所沢校では，精神障害や発達障害等の職業訓練
上特別な支援を要する障害のある人の職業訓練技法
等について理解を深め，新たな受け入れや受け入れ
の拡大に向けた今後の検討の参考にしていただくこ
とを目的に，校を会場として訓練場面の見学や体験
等を行う指導技法等体験プログラム（以下，「体験
プログラム」という。）を実施している。参加者の
ニーズに応じてコース分けを行っており，障害特性

断し，対応するのではなく，なぜそのような行動や
言動に至るのか，背景にある要因にも着目し，対応
を考えていくことが望ましい。そのためには日頃よ
り訓練場面での訓練生の行動をよく観察することが
必要である。その結果，訓練生の訓練・支援のニー
ズを的確に把握することができるのである。

3．指導技法普及の内容とその実施状況について

3.1　指導技法普及の内容について
所沢校が行う指導技法普及に係る支援メニューは

大きく5つに分類される［4］。
投稿原稿は，編集に際して以下のように分類して

いる。

表1　指導技法普及に係る支援メニュー

図2　�職業訓練における氷山モデル（エリック・ショプ
ラーのモデル［3］を元に作成）

図3　指導技法等体験プログラムの実施内容例
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練施設，多様な委託訓練を実施している訓練機関と
しており，平成25年度より実施している。プログラ
ム終了後に参加者アンケートを実施しており，プロ
グラム開催から2カ月後には対象施設に対して，追
跡アンケートを実施し，プログラムの有用率を確認

に関する講義，訓練場面の見学，訓練体験，指導体
験，指導技法の紹介や演習，テーマ別の事例検討や
意見交換を行っている。

体験プログラムの参加対象については，職業能力
開発施設および県の能力開発主管課，民間の職業訓

表2　所沢校におけるH25～R2年度体験プログラム参加実績とアンケート結果



障がい者の職業能力開発への取り組み１－5－

②　専門訓練コース設置・運営サポート事業
特別支援障害者向け訓練コースを設置している，

または，訓練コース設置を計画している障害者職業
能力開発校や一般校等を対象に，当該校の訓練計画
や訓練環境，支援ニーズに応じたオーダーメイドの
支援プログラムを作成し，訓練指導員等を対象とし
たOJT形式による実務演習と訪問等による助言等に
より，新たな訓練コースの設置および円滑な運営支
援を実施している。

本事業は平成24年度より実施しており，本年度末
までに，のべ16の職業能力開発施設および県の能力
開発主管課に対して支援を行ってきた。

している。所沢校においては，昨年度までに358施
設，432名に対してプログラムを実施した。

アンケートを通じて次の様な意見が出されてい
る。
・生活チェックシート［5］を使うと，訓練生の状況を

把握することができ大変有効と感じた。
・セルフマネジメント訓練の様な，訓練結果を振り

返るグループワークを訓練場面で取り入れると，
より職場を意識した取り組みができると思う。今
後の訓練の参考にしたい。

・障害名だけでなく，訓練生本人の特性をしっかり
確認して対応したい。

・実際の訓練場面と訓練生の様子を見ることで，紹
介されたツールや技法をどのように活用している
か理解することができた。

・訓練生の行動を観察し，背景にある原因を考えて
指導することの大切さを知った。これからは訓練
生の作業中の細かな変化なども確認し，複数の職
員で情報共有しながら対応を考えていきたい。

・他施設での取組などもいろいろ聞くことができる
のでありがたい。

表3　所沢校におけるH24～R2年度専門訓練コース設置・運営サポート事業実績

図4　支援の流れ
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④　障害者職業訓練相談専用窓口
平成30年度より所沢校の職業訓練部導入訓練・技

法普及課内に，障害者職業訓練相談窓口が設置され
た。ここでは障害者職業訓練校等における訓練教材
や指導技法等の相談に対して，助言や指導を行って
いる。相談内容は現場での訓練生対応や訓練計画，

・客観的な指摘，提案により，訓練生への対応の観
点を見直す手だてになった。

・所沢校を見学できたことで，実際の訓練運営のイ
メージができた。

・訓練生の個別事案について，都度，相談でき助言
を得られたので対応に役立った。

・職業準備性の獲得に向けた適応訓練全般につい
て，現地OJTを通して理解を深められた。

・生活チェックシート，セルフマネジメント訓練に
ついては，提供されたシートが参考になった。校
内で協議の上，現在はカスタマイズした様式を訓
練場面で使っている。

・朝礼，終礼時の訓練生との関わり方やスケジュー
ルの提示方法等が具体的に理解できた。

・訓練生の特性理解や，訓練生が作業の補完方法等
のスキルを得るための指導方法について，知るこ
とができた。

・入校選考の進め方や評価のポイントなどについ
て，ノウハウ提供された内容を参考に検討でき
た。

③　職業訓練実践マニュアル
所沢校，吉備校では，特別支援障害者の受け入れ

やより効果的な職業訓練の実施に必要な指導技法等
を職業訓練実践マニュアルとしてとりまとめ，障害
者の職業訓練に携わる職業能力開発施設等へ配布し
ている。マニュアルには，CDまたはDVDなどを添
付しており，訓練教材や訓練生の支援に有効なツー
ルなどが収録されている。各職業能力開発施設にお
いて，そのまま，あるいは加工して活用頂くことを
想定している。

平成30年度から3年に渡り執筆された導入期の訓
練編Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにおいては，訓練生が円滑に訓練に
適応できるような進め方について，訓練カリキュラ
ムの設定や訓練教材，訓練の進め方についてとりま
とめた。作成した職業訓練実践マニュアルは指導技
法等体験プログラムや専門訓練コース設置・運営サ
ポート事業などの他の指導技法普及にも活用してい
る。

表4　職業訓練実践マニュアル発刊履歴

表5　所沢校におけるH30～R2年度相談窓口対応実績
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説，情報共有，意見交換等を行うことにより，効果
的な障害者職業訓練の推進に資することを目的に開
催している。例年10月から11月に障害者職業総合セ
ンターを会場としている。所沢校，吉備校は訓練技
法の紹介と，グループ別検討会のファシリテーショ
ンを担当し，障害種別での職業訓練や委託訓練につ
いて，各グループに分かれて情報共有と課題検討を
行っている。令和2年度は従来の会場への来場は行
わず，オンライン配信となった。

3.3　近年開始された指導技法普及業務
所沢校，吉備校の指導技法普及については上述

の5つ支援メニューが基本であるが，近年，障害者
職業能力開発校ではない一般の職業能力開発校（以
下，一般校という）においても，精神障害・発達障
害者等の訓練生への対応法に関する指導技法を知り
たいと言った声が多くなっている。また，一般校の
既存の訓練科に精神障害者等が入校する状況をふま
えて，受け入れに係るノウハウ普及，対応力を強化
するための検討会や，研修会などの取り組みが新た
に始まっており，所沢校では研修等の協力依頼が
あった際に対応することとなった。

①　職業大オーダーメイド研修
平成30年度より，職業能力開発総合大学校（以下，

職業大とする）が実施するオーダーメイド（出前型）研
修に，訓練技法開発研修「精神障害者・発達障害者
を対象とした訓練指導」が登録され，全国の職業能
力開発校の要望に応じて所沢校から講師派遣を行い，
研修を実施することとなった。昨年度までに9施設
203名に対して研修を実施した。新型コロナウイルス感

カリキュラムに関するものから，訓練生の入校や就
職に関するもの，職員の指導技法の向上や人材育成
に関するものまで多岐にわたる。これまでの相談窓
口の対応実績を，相談内容別に集約・要約して整理
すると，表5のようになる。電話やメールで直接的
に解決できるものもあれば，問い合わせの内容を起
点に指導技法等体験プログラムや，専門訓練コース
設置・運営サポート事業などをご案内する場合もあ
る。また要望に応じて出前型の研修による指導技法
普及を行うなどの対応を行っている。

⑤　障害者職業訓練推進交流プラザ
障害者の職業訓練を実施している，または，障害

者の受け入れを検討している施設等（障害者職業能
力開発校，一般の職業能力開発校，民間の職業能力
開発施設，障害者委託訓練受託施設，都道府県職業
能力開発主管課）の職員を対象に，障害者の職業訓
練に関する実践的・先導的な取り組みについての解

表6　�所沢校におけるH30～R1年度職業大オーダーメイ
ド研修実績

図5　障害者職業訓練推進交流プラザの実施例
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ができなくなった。そこで発想を転換し，この機会
だからこそ挑戦できる新たな実施方法を検討するこ
ととした。

4.1　オンラインを活用した指導技法普及の検討
コロナウイルス感染症への対応として，職業能

力開発施設においてオンライン訓練用の機器等が整
備されることとなった。所沢校の指導技法普及にお
いては，オンライン訓練用のアプリケーション，今
回はGoogle Workspace［6］を試験的に活用し，その
効果を検証することとした。まずはじめに，オンラ
イン実施する指導技法普及の支援メニューを選定す
ることとした。特に指導技法等体験プログラムにつ
いては，1月以降は緊急事態宣言の影響に伴い，全
国各地からの参加が難しくなっており，予定されて
いた2つのコース「委託訓練コース」「導入期の訓練
コース」について，オンラインによる実施方法を
検討することとなった。加えて9月に実施した「管
理・運営コース」についても，「第2回管理・運営
コース」としてオンラインによる追加実施を検討す
ることとなった。

4.2　オンラインによる指導技法普及の実施
実施するにあたり，指導技法普及対象にオンライ

ンで実施する際の手続き等について説明を行い，オ
ンライン接続する機器やネットワーク，アプリケー
ション等の動作確認を事前に行うこととした。その
際に，オンラインで実施する際のアプリケーション
やログイン方法などをまとめた手順書を作成し，体
験プログラム参加者へ配布した。

染拡大の影響により，令和元年度は予定された研修
が複数回中止，令和2年度は全て中止となった。

②　職業能力開発校（一般校）における精神障害者
等の受け入れに係るノウハウ普及・対応力強化事業
一般校において既存の訓練科に精神障害者等が入

校するケースがあり，受け入れに係る対応力を強化
することを目的に令和2年度より実施されている事
業である。全国9都道府県から各1校が強化校とし
て選定され，各校においてノウハウ普及・対応力強
化計画を策定の上，校内のノウハウ普及・対応力強
化と，強化校を含めた県内一般校を対象とした取り
組みを行っている。令和2年度は強化計画を策定す
る過程で，所沢校に職員研修等での支援要請があっ
た。結果，6施設98名に対して各県内の連携協議会
や研修会の場で講義・演習を実施した。

令和3年度以降も，職業大オーダーメイド研修，
ノウハウ普及・対応力強化事業に関する

研修等協力に関する依頼がなされており，障害者
校，一般校共に指導技法普及に関する支援が引き続
き求められている。

4．今後の指導技法普及を見据えた新たな取り組み

令和2年度においては，上述の通り新型コロナウ
イルス感染拡大による影響が，職業訓練，指導技法
普及全てに及び，結果として，指導技法普及の一部
は中止することとなった。特に所沢校のフィールド
を活用した指導技法等体験プログラムや，サポート
事業のOJTなどの実施が困難になり，従来通りの対
応では指導技法普及対象のニーズを十分満たすこと

表7　�ノウハウ普及・対応力強化事業に関する研修等協
力実績

図6　オンライン実施にあたっての手順書（一部抜粋）
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であった。実施にあたっては以下のステップで取り
組むこととした。

①　事前のニーズ把握
プログラム当日を円滑に進行することを目的に，

また限られた時間で各参加者にとって有益な情報共
有や意見交換の場面として活用していただくことを
目的に，事前のニーズ把握を行うこととした。指導
技法普及の中の意見交換や質疑応答で話される内容
をテーマ別に分類するとおおよそ次のようになる。
・広報や訓練生の募集に関するもの
・入所選考，入校選考に関するもの
・訓練に関するもの
・適応支援（SSTの手法を活用したグループワーク

や講座等）に関するもの
・就職支援に関するもの

以上を踏まえて，各施設に対して，体験プログラ
ム参加を通してどのようなことを得たいか，現状の
取組や悩み等について，支援のニーズ把握を行った。

②　プログラムの内容組み立て
事前のニーズ把握の結果，各施設からはテーマ別

にさまざまな質問や意見が寄せられた。これらを1日
のプログラム内容として整理した。さらには年度末
に開催する意義として，「本年度の訓練についての
振り返り」「次年度以降の訓練について」を大きな
テーマとして掲げ，プログラム内容を組み立てた。

③　事前リハーサル
各参加者に，プログラム開催1週間前に，オンラ

イン接続確認を含めたリハーサルを行った。所沢校
と各参加施設でのオンライン参加用の機器の設定状
況やネットワーク状況を双方に把握し，映像・音声
の伝達状況などについて，調整できるものはリハー

オンラインプログラム実施後のアンケートからは，
・委託訓練コース（令和3年1月21日～1月22日実施）
・導入期の訓練コース（令和3年2月19日実施）
・第2回管理・運営コース（令和3年3月10日実施）

いずれのコースも，従来の来所型と同じく参考に
なった旨の評価が得られた。

4.3　オンラインのメリットを活用した情報共有
オンライン実施した上記プログラムの内，「管理・

運営コース」については，従来より専門訓練コース
の設置・運営を行っている施設，それらを検討して
いる施設の担当者を対象としている。参加施設間で
の意見交換や，訓練運営に関する講義をセットにし
たプログラムの構成となっており，第1回は7月に所
沢校にて従来の来所型でプログラムを実施し，3施
設3名の参加となった。当初は多くの参加者が見込
まれていたが，来所型でのプログラムでは参加が難
しく，いったん予定していた参加を見合わせる声が
多く寄せられた。プログラム中の意見交換では，訓
練カリキュラムや，訓練生対応に関する話題はもち
ろんのこと，訓練施設としてコロナウイルス感染症
拡大防止への対応について，他施設の取組を知りた
いといった声が多く聞かれた。仮にプログラムがオ
ンライン開催であれば，より幅広い参加希望者にプ
ログラム参加の機会を提供できたのではと考え，年
度末の3月10日に「第2回管理・運営コース」を追
加開催するに至った。コース開催の狙いとしては，
・オンライン開催による参加者の増加
・第1回管理・運営コースでやむなく参加を辞退し

た施設に対し，参加の機会を提供する
・訓練運営や訓練生への対応，コロナウイルス感染

拡大防止に関する施設の対応など，参加者のニー
ズに基づいた情報共有・意見交換の機会を提供す
る

図7　体験プログラムオンライン実施にあたってのステップ
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サルの段階で完了させ，参加者が当日のプログラム
に集中できるよう準備を進めた。

④　オンライン開催
結果として，第1回管理・運営コースでは3名3施

設だった参加数が，11名9施設となった。増加した
施設は第1回での参加が難しかった施設であり，第1
回で参加した施設からも，引き続き参加があった。

アンケート結果から，オンライン開催であって
も，従来の来所型によるプログラムと同様に，障害
者職業訓練に関する企画や，訓練カリキュラムの内
容検討・見直し，特性を踏まえた訓練指導・支援，

他の職員への指導支援方法のノウハウ提供について
参考になったとの声が寄せられた。また個別の意見
として以下の内容が出された。
・他県の状況を伺え非常に勉強になった。
・各校の意見を聞き，また悩み等共有することがで

き大変参考になった。
・精神障害，発達障害の対応について，合理的配慮

の対応行動や訓練生の実態把握の視点，主治医と
の連携の仕方など情報交換ができて有意義であっ
た。

・キャリアの異なる職員が意見交換をすることで幅
広い知見が得られた。

表8　事前のニーズ把握結果（一部抜粋）

表9　体験プログラム「第2回管理・運営コース」日程表
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結果として，さまざまな参加目的を持った施設が
参加し，幅広い情報共有や意見交換を行うことがで
きた。アンケートの結果も踏まえると，オンライン
形式による情報交換の場や，取組の紹介については
需要が高く，コロナウイルス感染症拡大の影響が収
束して以降も，指導技法普及提供の一つの手段とし
て有効活用ができると思われる。

5．まとめ

これまでに実施した指導技法普及全体を通して，
以下のことが明らかになった。

（1）障害者校・一般校の分け隔てなく，訓練生の指
導技法や訓練コース運営について知りたい，学び
たいといった声は数多く存在している。

（2）支援メニュー全体を俯瞰し，指導技法普及対象
の取組状況や相談内容に応じて，提供する内容
や組み合せを柔軟に検討することで，ニーズに基
づいた指導技法普及を行うことが可能となる。

（3）全国からの参加者が集う体験プログラム等は，各
参加施設が訓練指導や支援に関するヒントを得る
ことができ，同じ訓練生を指導・支援する者同士
での連帯感が生み出される。

（4）オンラインによる指導技法普及は，これまで支援
メニューを活用できなかった職員にも参加の機会
が提供することができ，指導技法普及に対する
ニーズをより幅広く把握し，指導技法普及の検討
や改善につなげることができる。副次的効果とし
ては，参加施設間でオンラインツールのリテラシー
が高まり，各施設でのオンライン訓練を実施する
際に生かしていただくことができる。

訓練生にとって職業訓練は，職業人としての人
生を歩む上での貴重な機会である。訓練を通して知
識や技能を習得し，職場や支援に関わる人々と働く
喜びを共有しながら，充実した職業人生を歩んでも
らいたいと，職業能力開発に関わる職員であるなら
ば誰もが思うものであろう。障害がある・なしに関
わらず働く意欲と能力を持っているならば，誰もが
職業を通して社会参加できる「共生社会」をつくる
ために，職業訓練が大きな役割を果たす事は明白で

・このようなオンラインの意見交換の場を定期的に
開催してもらいたい。

・全国からの参加者が参加しやすいという点では，
オンラインのプログラムも良いと思う。

・新訓練科を次年度から開講するにあたって大変参
考になった。

・訓練生しかり，自分たちの実践を振り返る機会と
なった。

今回プログラムに参加した9施設それぞれの状況
を整理すると次のようになった。
イ　これから専門訓練コースを設置しようと取り組

んでいる施設
ロ　本年度または前年度に専門訓練コースを設置

し，取り組んでいる施設
ハ　以前に専門訓練コースを設置し，現在は訓練校

内で専門訓練コースのノウハウを普及している施
設

ニ　以前に専門訓練コースを設置し，現在は県内の
一般校にノウハウの普及を行っている施設

ホ　専門訓練コースは設置していないが，他の訓練
校の取り組みや専門訓練コースの内容についての
情報を得たい施設

図8　令和2年度「第2回・管理運営コース」アンケート結果
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り組んでいる施設全体への支援であり，同時に各施
設で訓練に励む訓練生への間接的な支援でもある。
各職員のテクニカルスキル（専門的知識・技能）に
加え，指導技法普及を通して，ヒューマンスキル

（対人関係能力）やコンセプチュアルスキル（概念
的能力）を高める事により，訓練生への指導力・支
援力を向上させ，より大きな訓練効果を生み出す事
が可能となる。また，施設に対する指導技法普及を
通して，効果的な取組や課題について，職員が個々
に孤立する事なく，施設全体で情報共有しながら取
り組んでいくことが可能になる。

6．おわりに

指導技法等普及を通じて，全国にあるさまざまな
職業能力開発施設へお伺いし，各訓練施設における
訓練生対応や訓練運営についての状況を伺うことが
できた。その中で常に目にしたのは，訓練生の個々
の状況に向き合いながら，何とか技能習得や就職に
向けた前進ができないものか現場で奮闘される職員
の皆さんの姿であった。またそうした状況を施設全
体でサポートし，より良い取り組みにしていこうと
する施設全体のチームワークであった。

指導技法普及は所沢校，吉備校での職業訓練の成
果を体系化し，他の職業能力開発施設などへ提供す
るものであるが，提供したノウハウが，手が加えら
れ，改良されることにより，施設独自のノウハウと
して蓄積されていくのである。その過程を共有でき
ることは指導技法普及担当者にとって，この上ない
学びの機会である。

一人でも多くの方が職業訓練の機会を得ること

ある。そのためには各訓練生が知識・技能を身に付
け，自分の特徴やアピールポイントについて，ジョ
ブカード［7］や就労パスポート［8］などを活用しながら
整理し，職場や，場合によっては支援機関や医療と
円滑に情報共有し，地域社会全体で訓練生一人一人
を支援できる仕組みが不可欠である。

職業訓練を担当する者は，訓練生を指導・支援
する上で，訓練生の良き理解者として存在しなけれ
ばならない。訓練生の知識・技能習得を最大限にサ
ポートしながら，時には職場の上司の様な立場で職
場のルールが意識・順守されるような働きかけを訓
練生に行い，時には企業との間に立ちながら訓練生
の就職をサポートする等，場面に応じた適切な対応
が求められる。指導技法普及はそれらの取り組みが
円滑に行われる様，職業訓練に関わる施設や職員を
支援する役割として存在意義がある。

指導技法普及は，日々訓練生と向かい合い，さま
ざまな悩みや困り事を持っている職員や，訓練コー
ス設置や，訓練科のカリキュラムの改善に向けて取

図9　ジョブカード，就労パスポートの活用例について

図10　�訓練生の指導・支援に必要な職員のスキルについて�
（ロバート・カッツによる分類［9］をもとに作成）
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ができ，一人でも多くの職員が意欲的に訓練業務を
進めていけるよう，これからも指導技法普及を通し
て，職業訓練の発展に寄与できる様取り組んでいき
たい。また今後指導技法普及を担当する方に，本論
文が何かしらの参考に頂ければ幸いである。
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